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平成２８年度 第１回佐久市総合教育会議 

 

日時：平成２８年１２月８日（木） 

                    午前１１時００分～正午 

場所：佐久市役所５階 ５０１会議室 

 

１ 開会 

 

（矢野企画部長） 

定刻となりましたので、これより平成２８年度第１回佐久市総合教育会議を

開会いたします。佐久市役所企画部長の矢野でございます。 

始めに、栁田市長から、ごあいさつをお願いします。 

 

２ あいさつ 

 

（栁田市長） 

教育委員の皆さん、本日は平成２８年度第１回佐久市総合教育会議にお集ま

りいただきありがとうございます。 

今回は、平成２８年度の第１回ということで「実施計画における教育関係施策

について」の報告と、「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

におけるホストタウン交流計画について」意見交換ができればと考えておりま

す。国は、オリンピック・パラリンピック開催に向けスポーツ立国、グローバル

化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点から参加国との人的・経済的・

文化的な相互交流を図る地方公共団体を「ホストタウン」としており、本市もエ

ストニア共和国のホストタウンとして登録されております。 

開催まで４年を切り、今後エストニア共和国とホストタウンとしての交流事

業が具体的なものとなっていく中で、市長部局と教育委員会部局の連携がより

重要になっていくと考えております。 

この会議を通じまして、教育委員の皆さんと考えの共有をする中で、より良い

交流の在り方を検討していければと思います。 

最後に、より率直な意見交換の場となることをご期待申し上げて、甚だ簡単で

はありますが、ご挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（矢野企画部長） 

続きまして、楜澤教育長からご挨拶をお願いします。 
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（楜澤教育長） 

皆さん、改めましておはようございます。私からは本日の意見交換のメインテ

ーマに関係して、学校現場におけるオリンピック・パラリンピックに関する取組

について、若干触れさせていただきたいと思います。 

学校における取組としましては、ホストタウン登録を申請する際の交流計画

において、エストニア共和国の子ども達との相互交流を２０１７年より始める

旨を記載しております。現在、その実施に向けた検討を行っているところでござ

います。 

また、国においてオリンピック・パラリンピックにおける教育プログラムとし

て、政府や自治体、スポンサー企業等と連携、協働しまして、若い世代を鼓舞す

る取組を一体となって継続的に行っていく「東京２０２０教育プログラム」に愛

称が用意されていまして、それが「ようい、ドン！」というそうですが、これが

展開されようとしています。この教育プログラムも活用しながら、ホストタウン

であることを絶好のチャンスとして、各学校の教科、総合的な学習の時間や特別

活動といった教育課程の中でオリンピック・パラリンピックに関する学習、そし

て貴重な交流等も通しながら、受け入れるエストニア共和国の理解を深める学

習を位置づけるなど、佐久市ならではの創意工夫を凝らしたオリンピック・パラ

リンピック教育、国際理解教育が展開できるものと見込んでおります。 

市教育委員会としましては、市長部局と連携する中において、未来を担う子ど

も達が互いの国や地域の文化、価値観等に触れ、国際感覚を醸成する大変貴重な

機会となるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上、冒頭

のご挨拶とさせていただきます。 

 

（矢野企画部長） 

ありがとうございました。それでは、お手元の次第３番になりますが、報告事

項に入りたいと思います。 

 

（楜澤教育長） 

 最初に宜しいでしょうか。予定されていた報告事項の前に、一つ報告をさせて

いただきたいと思います。 

 望月小学校教諭の酒気帯び運転による現行犯逮捕という事案を受けて、その

後についてご報告をさせていただきたいと思います。 

 主に２点でございます。１点は事件発生後児童、保護者に対してどのような対

応をしてきているか、そして、現状児童がどのような状況にあるのか、これが１

点目です。それから２点目はその後の学校の対応の中で非違行為の防止、あるい
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は根絶に向けてどのような取組が展開されているのか、このような２点につい

てよろしくお願いします。 

 事件発生後の児童、保護者への対応の中で主に４点をお話させていただきま

す。１つ目ですが、望月小ではこの事件が起こったのが１１月１２日でありまし

たが、その１２日夜に保護者説明会を開催しております。１２日が土曜日でした

ので日曜日が開けた月曜日の１４日には、全校集会を開きまして校長から事件

の概要を報告しました。保護者説明会では、逮捕された教諭に対する非難の声と

いうよりは、これからどうなっていくのかということに対する心配の声が多か

ったということであります。２つ目ですが、５年１組であります。今、担任がい

ない状況でありまして、その担任の替りに教頭が担任として教室に入っており

ます。授業が遅れないように通常通り学習が行われるよう、教頭を中心に学習を

進めております。３つ目でございます。学校と市教委の願いに沿って長野県教育

委員会から県費の補充者、担任に替わる補充者ですが、それを付ける方向で今進

んでおりまして、現在その補充者を探しているところであります。事件発生から

約１か月近くになろうとしているわけでありますが、補充者が見つかれば配置

することができるかと考えております。子ども達は大変落ち着いて学習に打ち

込んでいるという報告が、昨日も校長からあったところです。４つ目、子ども達

に対して本市のスクールメンタルアドバイザーを事件後１週間は毎日訪問させ

ていただきました。その後は週に３日、現在は週１日と頻度は少なくしておりま

すが子ども達のケアに当たらせていただいております。当初は一部子ども達の

中に動揺が見られましたが、現在は元気に学校生活を送っているという状況で

ございます。なお、県のスクールカウンセラーも学校訪問を行っておりまして、

ケアに当たっているところであります。カウンセリングはいつでも行いますよ

としておりますが、現にカウンセリングを行ったということは報告を受けてお

りません。 

 それから、大きい２つ目の学校のその後の非違行為防止、あるいは根絶に向け

た動きでございます。まず、１６日に市内の校長会におきまして私のメッセージ

をお伝えして、そのメッセージを読み上げながら職員一人ひとりの心に響くよ

うなそんな話をさせていただきました。各学校での対応や取組について地域へ

の発信も含め対応をするように指示をしたところであります。それを受けまし

て、各学校においては臨時職員会を開き、教育長メッセージを基にしながら全職

員に周知、あるいは研修の場を設けたということであります。そして、これは県

教育委員会からの指示でもありますけど、飲酒運転根絶の取組の徹底について

ということで、県下小中学校に通知が配布され、今回新たな取組として、各学校

どんな研修を行って、防止に向けてどんな取組をしていくのかということを保

護者や地域に発信しなさいというメッセージも添えられているわけであります。
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それも各学校では既に発信したところもありますし、これから発信しようとし

ているところもあります。学校便りであるとか、参観日を利用してとか、さらに

ホームページを利用してとか、色々な方法で学校の姿勢をお伝えして信頼回復

を図っているというところであります。 

 以上、ご報告をさせていただきました。子ども達が一日も早く、新しい担任が

配置される中で２学期の後半、３学期に向けて充実した学習ができるように願

っております。 

 ありがとうございました。 

 

３ 報告事項 

実施計画における教育関係施策について 

 

（矢野企画部長） 

 それではお手元の資料１でございますが、実施計画におけます教育関係施策

について、事務局から説明をさせていただきます。 

 

（佐藤企画課長） 

 私から資料１第二次佐久市総合計画実施計画（案）について説明させていただ

きます。 

実施計画ですが、２９年度から３１年度までの３か年計画でございます。また、

（案）ということで付けさせていただいてございますが、現在実施計画の基礎と

なる第二次佐久市総合計画基本構想を開会中の議会、第４回定例会に上程をさ

せていただいているところでございまして、本日報告させていただきます実施

計画につきましては（案）とさせていただいていることについてご承知をお願い

いたします。 

１ページをお願いいたします。実施計画の趣旨ということでございます。実施

計画については、具体的な事業を計画的かつ効果的に推進するため、向こう３か

年間の短期的な計画をお示ししているものでございまして、予算編成や事業実

施の指針となるものでございます。これを毎年度ローリング方式で見直してい

るところでございまして、現在当初予算の編成作業中でございます。この実施計

画の策定と時間差等ある中で、事業内容、補助制度等の内容を今、精査しており、

一部変更がされてくるというところであります。ですので、実施計画に盛り込ん

だ事業が、そのまま全てそのとおり事業化されるものではないということもご

理解をいただきたいと思います。 

３ページをご覧いただきたいと思います。実施計画の対象事業ということで、

記載させていただいてございます。１といたしまして、対象事業費が１億円以上
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の建設事業、２といたしましてソフト事業については、新規で単年度事業費１０

０万円以上のものを基本として、事業を挙げさせていただいているということ

です。実施計画の構成につきましては、図で施策の大綱ということで示させてい

ただいてございます。第二次総合計画の「快適健康都市、希望をかなえ選ばれる

まちを目指して」という将来都市像を実現するために、この７つの柱を建ててと

いうことでございまして、教育分野につきましては「（１）生涯にわたり学び、

生きる力を育むまちづくり」としております。本日は、教育分野の具体的な事業

につきまして、主に新規事業を中心にご説明させていただきます。 

７ページをお開きください。こちらが教育分野に関するものでございます。ま

ず番号３番になります。臼田地区新小学校整備事業でございますが、引き続き臼

田地区での新小学校の開校に向けて、施設整備を進めていくというものでござ

います。次が６番になりますが、就学支援事業であります。現在、就学支援相談

員４名という事で配置をしているところでございますが、こちらを１名増員い

たしまして５名体制としていくというものでございます。次に１０番、一番下の

行になりますが、小学校トイレ洋式化等改修事業というものでございます。小学

校トイレについてですが、洋式の割合が低い学校を対象にし、順次洋式化を進め

ていこうというものでございます。あわせて一部の小学校においては、悪臭対策

を実施するという内容になっております。ただし、全てのトイレを洋式化すると

いうものではなく、和式のトイレも一部残していくということで計画を進めて

いくということでございます。次に８ページをお願いいたします。１２番でござ

いますが、望月小学校スクールバス停留所整備事業でございます。望月小学校の

隣に協和保育園がございますが、現在望月地区の４保育園を統合するというこ

とで整備を進めているところでございまして、協和保育園については、新保育園

が整備された後は使わなくなるということでございます。その跡地について、施

設を除却した後望月小学校のスクールバスの停留所に活用しようということで

整備をしていくということでございます。次に１５番でありますが、コスモホー

ル周辺整備事業でございます。臼田のまちづくりということにあわせまして、勝

間園の移転ということを進めるということになってございますが、勝間園の跡

地、コスモホールが隣接している跡地となりますが、こちらを駐車場として整備

していきたいという事業でございます。次が１６番になりますが、野沢会館整備

事業でございます。野沢会館の老朽化が進んでいるということもございまして、

こちらの整備について調査をまず行っていくという内容になっております。１

ページおめくりをいただきまして、９ページをお願いいたします。中段になりま

すが、２５番東会館整備事業でございます。こちらにつきましても、耐震診断等

調査を実施いたしまして、その後の整備方針を定めてまいりたいと考えている

ものでございます。２７番、２８番は図書館に関係する事業になります。２７番
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が移動図書館車更新事業でございまして、各地域に出向いて図書館となる「草笛

号」ですが、老朽化が進んでいるということもありまして、新たな車両に更新す

るということ。２８番の読書推進事業では、現在ブックスタートというものを行

ってございますが、３歳児のお子さんに絵本を贈るセカンドブック事業を実施

していこうということを計画しているものです。次に２９番創錬の森整備事業

でございます。県立武道館誘致というものが決定をしたところでございますが、

創錬の森ということで整備促進を図ってまいるというものでございます。次に

１０ページになります。３１番となりますが、本日のテーマとなります２０２０

年東京オリンピック・パラリンピック関連事業というものでございまして、オリ

パラ開催を見据え各種交流事業、事前合宿等の誘致を図っていくという事業で

ございます。 

あわせてご紹介させていただきたいと思いますが、市では総合戦略というも

のを策定いたしまして、若い世代の希望をかなえ、選ばれるまちを目指していく

ということ、結婚から出産、子育てまで、ライフステージごとに切れ目のない支

援の充実を図ろうということに取り組んでいるところでございます。１８ペー

ジで一例といたしまして、いくつかの施策を載せているところでございますの

でご紹介させていただきます。保健福祉分野に関わるものでございますが、12

番になりますけれども、新規事業で児童発達支援体制等調査事業というもので

す。発達障害児を対象といたしまして、現在療育支援体制を構築しているところ

でございますが、こちらについて調査をし、体制の方を改めていきたいという内

容でございます。１３番については、おたふくかぜワクチンの任意接種費用助成

事業で１歳児へのお子さんの接種費用の一部助成となります。１４番では児童

福祉医療費給付金対象者拡大事業ということで、児童福祉医療費、お医者さんに

かかった時の医療費について１８歳まで支給対象を拡大していこうというもの

になります。１７番でありますが、これは継続事業ですでに行ってございますが、

保育料負担軽減事業というもので、保育料の第３子以降無料化について引き続

き継続し、子育て世代の経済的負担の軽減に努めたいとしております。これによ

りまして切れ目のない子育て支援の充実を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

概要について、かいつまんで説明をさせていただきました。その他のものにつ

いても、あわせてご覧いただければと思います。説明については、以上です。 

 

（矢野企画部長） 

 ただ今、教育委員会関係の実施計画における施策について、説明をさせていた

だきました。ご不明な点、ご意見いただければと思います。 
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（特に意見等なし） 

 

（矢野企画部長） 

 よろしいでしょうか。それでは何かありましたら教育委員会、企画でもかまい

ませんのでお問い合わせいただければ対応させていただきたいと思います。 

 それではお手元次第４番の意見交換に入らせていただきます。ここからの進

行は栁田市長お願いします。 

 

４ 意見交換 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウ

ン交流計画について 

 

（栁田市長） 

はい、それでは今回の意見交換は２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会におけるホストタウン交流計画についてでございます。現状等につ

きまして、事務局からまずは説明をいただきました後、進行してまいりますので

説明をお願いします。 

 

（土屋体育課長） 

 体育課長の土屋でございます。私の方からは、ホストタウン交流計画の概要に

ついてご説明をさせていただきます。まず、資料２の１ページをご覧ください。 

 １番でございますが、国の考え方としまして、先程市長のご挨拶にもございま

したとおり、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、参加国や地域、こ

ちらは非独立国のチャイニーズタイペイだとか、中国の香港というようなもの

でございます。これらとの人的・経済的・文化的な相互交流を「ホストタウン」

として全国に拡げていくこととしております。レガシーの創設、創造というよう

なことでよく称されています。 

２の定義でございますが、住民等とここに記載してございます項目の取組を

行う地方公共団体で、内閣官房東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技

大会推進本部事務局の審査を経て、登録を受けたものとしてございます。登録に

当っては地方公共団体が合同での登録も可能となってございます。 

３番の登録概要でございますが、先に申し上げました推進本部事務局に交流

計画を提出しまして、その交流計画が要綱に合致し、かつ確実に大会後も継続的

に実施される見込みがあるなどの審査を経て、ホストタウンとして登録される

ものでございます。 
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現在の登録状況でございますが、（３）の記載のとおり、１次登録と２次登録

を合わせまして９１件がホストタウンとして登録されております。３次登録に

つきましては１２月上旬に発表されるとの予定ですが、現在まだ発表されてお

りませんけれども、長野県と上田市などが中国をホストタウンとして登録を申

請するという話は伺っております。 

４のホストタウン推進のための地方財政措置につきましては、このホストタ

ウンに登録されることによるメリットとしまして、（１）の交流事業の経費につ

きましては２分の１を特別交付税で措置されることとなっております。（２）の

施設につきましては、現在当市では対象はございません。 

２ページをご覧ください。ホストタウンに登録された団体の全国分布でござ

います。モンゴルなど国名が複数記載のある国につきましては、競技種目ごとに

事前合宿地が異なるなどの理由によって、重複の登録となっております。佐久市

につきましては、資料中央上段の北陸・中部の右側に赤線で囲んでお示してござ

いますのでご確認をいただければと思います。 

３ページをご覧ください。当市の交流計画の概要でございます。最初に左の欄

の２０１６年、平成２８年から２０２０年、平成３２年の大会開催まででござい

ます。上段は、現在までに交流事業としまして佐久市が取組を実施した内容でご

ざいます。この後、担当課より画像を交えて説明をさせていただきますので、

個々での説明は割愛させていただきます。下段は、登録された交流計画で、最下

段のオリンピアン・パラリンピアンを招待しての市民交流イベントにつきまし

ては、一部実施している部分もございます。２０２０年、平成３２年の大会中で

ございますが、集会施設でのパブリックビューイングの実施や、応援ツアーを計

画し競技会場で直接応援することなどを予定しております。２０２０年、平成３

２年の大会開催直後からにつきましては、出場選手等を招きまして温泉で体を

休めていただいたり、佐久のグルメなどを味わっていただくなど市民の皆さん

と交流することにより懇親を深めたいと考えております。概要につきましては、

以上でございます。 

続きまして、担当課からこれまで実施してきている取組について、画像と一緒

にご説明をさせていただきます。 

体育課からは事前合宿誘致や日本人オリンピアン等との交流についてご説明

させていただきます。事前合宿誘致につきましては、駐日エストニア大使館を市

長と私の方で訪問した際、また、市長、市議会議長がエストニア陸上競技協会に

誘致活動を行った際に、隣国デンマーク、ノルウェー、フィンランドとの合同合

宿も考えているとのお話もいただいております。エストニアの陸上競技は、実際

に２０１５年の世界陸上北京大会の事前合宿をデンマーク、スウェーデンとの

３カ国で、２００８年の北京オリンピックにはフィンランド、アイスランド、エ
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ジプトを加えた６カ国合同で実施しております。これらのことから、当市としま

しては、エストニアはもちろんでございますが、他の北欧、バルト７カ国を視野

に入れ、事前合宿誘致を行いたいと考えております。また、県立武道館の当市猿

久保、創錬の森への建設の決定、野球、空手、ソフトボールなどの開催競技の追

加の決定も踏まえ、事前合宿誘致に取り組んでいく必要があると考えておりま

す。 

（画像①②）こちらの方が、今年の１月１３日から１９日まで市長と市議会議

長がエストニアの１５０周年の記念式典に招待された際に、フィンランドのヘ

ルシンキ市におきまして、フィンランド陸上競技連盟のヨルマ・ケンパイネンヘ

ッドコーチらに対しまして、フィンランド日本大使館の協力も得て誘致活動を

行っております。ＰＲ動画やパワーポイント、画像、リーフレットなどを使用し

ましてご説明をさせていただいております。 

（画像③④）次が、エストニアでの誘致活動となりますが、１月１５日にエス

トニア共和国のタリン市でエストニア共和国陸上競技協会のシリエ・リッペ事

務局長らに対しまして、エストニア国のサク市のティート・ヴァヘノッム市長と

タネル・オッツ市議会議長にもご同席いただきまして誘致活動を行っておりま

す。 

（画像⑤⑥）こちらにつきましては、本年４月６日にエストニア共和国のター

ヴィ・ロイヴァス首相、当時でございますが、明治記念館でエストニア大使館主

催の歓迎会に市長と市議会議長が招待され、出席し懇親を深めております。 

（画像⑦）また、４月８日には安倍首相主催の歓迎会に市長が招待され出席を

してございます。 

（画像⑧⑨⑩）佐久市におけるオリンピック関連の出来事でございますが、こ

ちらにつきましては、本年８月８日にブルーマリンスポーツクラブ佐久におき

まして、トライアスロン競技の日本代表の上田藍選手、左側でございますが、そ

れと加藤友里恵選手が大会前の事前合宿を佐久市で行っておりました。この合

宿の時に市長が訪問をいたしまして激励をしてございます。 

（画像⑪）また、本年はリオ五輪の開催年でございました。７月２２日には佐

久市出身の川元選手、佐久市に縁のある大迫傑選手の応援横断幕を作成し、市庁

舎、佐久平駅に掲示しております。 

（画像⑫⑬）また、７月２５日には佐久平総合技術高等学校、野沢中学校にお

きまして川元選手をお招きし激励会を行いました。この際に市長から激励の言

葉と、市からの激励金をお送りしております。 

（画像⑭⑮）８月１２日、１４日、１７日には、佐久情報センターにおきまし

て川元選手、大迫選手の出場する試合のパブリックビューイングを行ってござ

います。 
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（画像⑯）川元選手におかれましては、１１月９日に佐久市庁舎を訪れていた

だきまして、リオ五輪出場の偉業に対しまして特別表彰を行ったところでござ

います。 

（画像⑰⑱）こちらは、第２６回の佐久市ハーフマラソン大会でございます。

佐久総合運動公園陸上競技場におきまして、リオ五輪カンボジア代表の猫ひろ

しさん、東京国際女子マラソンや世界陸上選手権女子マラソンで活躍をされた

嶋原清子さんをゲストランナーとしてお招きしまして、大会参加者の皆さんと

交流を行ったところでございます。体育課からは、以上でございます。 

 

（木次生涯学習課長） 

 引き続きまして、生涯学習課長の木次でございます。私の方からは、ホストタ

ウンのメニューにもございますエストニアサク市との子ども交流につきまして、

本年度の交流内容と来年度以降の計画について説明をいたします。 

（画像⑲⑳）エストニア共和国サク市との子ども交流につきましては、本年 1

月に結びました子ども交流の「協力覚書」に基づきまして、今年度から交流が始

まりました。 

（画像㉑～㉜）今年度のこども交流の内容でございますが、エストニア共和国

サク市の中学生６名と高校生１名の７名と、引率２名及び通訳１名の合計１０

名の皆さんを、１０月２４日（月）から３１日（月）の８日間、佐久市で受入れ

を行いました。滞在中の研修及び交流内容につきましては、佐久市及び佐久市議

会への表敬訪問、佐久インターでの植栽イベントへの参加、ホームステイ、市内

施設見学のほか、臼田中学校での体験入学により生徒との交流、また、野沢小学

校訪問による児童との交流などを行いました。両学校の大変な歓迎と交流を通

して、エストニアサク市の研修生は大変感激しておりました。また、臼田中学校、

野沢小学校の生徒、児童ともに大変な盛り上がりでございまして、別れの際には

感激のあまり涙を流している子もおりました。初年度ではありましたが、これら

の研修及び交流を通しまして、日本の文化・風俗・習慣を理解してもらうととも

に、子ども交流により友好関係が大変深められたと実感しておるところでござ

います。 

また、来年度からの計画でございますが、こちら佐久市からは来年７月下旬か

ら８月上旬にかけ、８名の中学生と引率２名でエストニア共和国サク市へ訪問

いたします。また、エストニアサク市からは１０月下旬に生徒８名と引率２名を

受入れいたします。お互いの国の文化、風俗、歴史、習慣を理解することと、お

互いに英語による交流ができるようになっていければ良いなと思っておるとこ

ろでございます。以降は、毎年相互交流を継続していく予定でございます。私か

らの説明は、以上でございます。 
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（武者観光交流推進課長） 

引き続きまして、観光交流推進課長の武者と申します。私からは、バルト氏の

親善交流大使任命等につきまして説明をいたします。 

（画像㉝）今年の１１月１６日、東京の都市センターホテルで開催されました

佐久市ゆかりの交流会「東京イブニング」におきまして、画面ではちょうど右側

になりますエストニア共和国出身で大相撲元大関の「バルト氏」を親善交流大使

に栁田市長から任命をいたしました。バルト氏は、日本で人気があり２０２０年

東京オリンピック・パラリピックに向けまして、市民の皆様にエストニア共和国

を知ってもらうため、佐久市内のイベントに参加をしていただくなどご協力を

お願いしてまいります。また、現在エストニア共和国の観光大使でもあり本国で

の知名度が高いことから、エストニアにおける佐久市の情報発信もお願いして

まいります。 

当日は、画面では左側になります前在エストニア共和国日本国大使館の特命

全権大使である甲斐哲朗氏に、エストニア共和国との交流に係るアドバイザー

を任命いたしております。甲斐氏におかれましては、これまでの大使館時代に培

かわれた知識や経験に基づきまして、エストニア共和国と佐久市の交流につい

てご助言をいただいてまいります。 

（画像㉞）また、次の画面になります。左から２番目の方は、駐日エストニア

共和国特命全権大使のヤース・レンスメント大使でございます。今後におきまし

ても、エストニア共和国ホストタウン交流事業の取り組みにつきましては、経済

部観光交流推進課におきましても具体的に検討をしてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。私からの説明は以上です。 

 

（栁田市長） 

 はい、現在までの状況について説明を申し上げたところでございます。この後

取組について意見を交換させていただきたいと思いますけど、その前にせっか

くでございます。原委員さんにおかれましては、アテネオリンピックの女子バス

ケットボール日本代表の団長を務められていらっしゃるわけでありまして、オ

リンピックや国際大会の時のアスリートの様子、開催国での交流の様子なども

ご経験、ご体験もあろうかと思いますので、口火を切っていただければありがた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

（原委員） 

 今、市長の方からご紹介がありましたとおり、私は２００３年に日本バスケッ

トボール協会強化部長という、女子の小学生からプロに至るまで全ての女子の
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最高責任者という立場を拝命いたしました。２００３年の１２月からオースト

ラリアを始め色々なところに遠征をして、２００４年の１月に仙台でアジア選

手権兼アテネオリンピック予選というものが開かれました。その時に予選では

韓国に３２点という大差で負けまして、予選では韓国１位、２位中国、３位が台

湾、４位が日本という順位でございました。従いまして、決勝トーナメントでは

１位と４位がいきなり当たるわけで、１位と４位でやりました。その結果、１試

合終わったら同点になり、５分の延長になりまして、また同点になりました。再

延長になりまして９点差で勝って、オリンピック出場が決まったと、こういう経

過がございます。 

それ以降、日本がアテネオリンピックに出場するということでアメリカ、カナ

ダから招待を受けました。特にアメリカにつきましては、世界のナンバー１中の

ナンバー１という国でございますので、向こうで３試合やりましたけれども、全

く歯が立たないというか、彼女達は皆プロでありまして、だいたい３億円ぐらい

報酬を貰っていると。日本人は、その当時プロはいませんでした。そんな経験も

してまいりました。その後、バルト三国の１つでありますリトアニアで国際親善

大会がありまして、そちらに参りました。リトアニアはバルト三国ですから隣の

隣がエストニアになるわけです。一番感心したのは、バスケットとはあまり関係

がありませんが、街がきれいということと、もう一つはご存じの外交官でありま

した杉原千畝さんがユダヤ人を救った、ビザを発給したということで非常に親

日の国でありました。そこで、ベラルーシとリトアニアと国際親善試合をやりま

して、それからスペインに入りまして遠征試合をやってまいりました。そういっ

た色々な遠征試合の中で選手は本当にタフなんですね。食事も日本食というわ

けにはまいりませんけど、選手は何でも良く食べますし、私などはその国の食べ

物があまり気に入らないと、あまり食べられなかったのですけれども、選手は本

当に良く食べて、さすがに体力維持というのはすごいなあと思いました。彼女達

のメンタル面は本当にすごいものがありまして、まさに日の丸の重みですね。こ

れは本当にすごいものでして、例えば練習でも練習が終わってバスが迎えに来

るまで自由練習をやるのですけど、その自由練習をバスが迎えに来ても止めな

い、早く帰ろうと言ってもなかなか止めない、そんなすごい彼女達でありました。 

 いよいよアテネ本番ということでアテネに入りまして、私達は私と、当時の日

本協会の専務理事の二人はオリンピックの選手村には入らなかったんですね、

というのは選手村に入ってしまうと色々動きが制約されるということがありま

したので、私達はすぐ近くのホテルに入りました。当然そこで練習とかに試合が

始まる前に行くのですけれども、このセキュリティが素晴らしいというのか、す

ごいというのか、軍隊が本物の銃を持って何回もチェックしないと入れない。練

習場ですら入れない。もちろんＩＤカードを持っていてもヨーロッパは国が繋



13 

 

がっておりますので危険な状況がありましたので、そういう経験もしてまいり

ました。 

 アテネで一番目についたのは、「Welcome home Athens」という大きな垂れ幕

があちこちに、１００年ぶりか１０４年ぶりにアテネにオリンピックが戻って

来たということで、国を挙げてのそういった大歓迎のムードがありました。いよ

いよ開会式となったわけでありますけど、開会式は本当に直接見るとテレビの

感動とは全く違う素晴らしい感動というものを感じました。もう言葉にならな

いぐらいの素晴らしい感動で、ああいうことを子ども達に見せてあげられれば、

本当に自分がああなりたいという夢というものがすごく持てるし、とっても教

育的にも良いなあとそんな感じを受けました。 

 それから、試合会場は、海の近くにある元飛行場を改修して、飛行場を他に移

して色々なものを集中してそこに作ったんですね。バスケット会場、バレー会場、

フェンシング会場あるいは野球場もありまして、もっと言えばボート会場なん

かもあるという非常に多種多様な会場でありました。目の前は海でありました

し、環境的には非常に良い場所でありました。街からは車で３０分ぐらいの場所

でありまして、私は女子の試合はもちろんですけれども、試合的には、女子、男

子、女子、男子と１日おきにやっていくわけなんですけれども、翌年男子の世界

選手権が埼玉県大宮のさいたまアリーナで行われることとなっておりましたの

で、全ての試合を朝から晩まで全部見てまいりました。 

 バスケットはもちろんですけど、野球がたまたますぐ近くでしたので見に行

ったのですけど、谷選手、やわらちゃんですね。今は引退しましたけど、当時谷

選手と婚約をしていた年なのでやわらちゃんも応援に来たりしておりました。

ちょうどキューバ戦でした。これは野球の予選でありましたけど、最後に中日に

いた和田選手がホームランを打ってキューバ戦は勝った。そんな試合も見てま

いりました。会場の関係ですけど、会場はもちろんしっかりはしていましたけど、

一部が仮設スタンドみたいな感じで私達は予選で最後に地元ギリシャと戦った

時に、これは我々が予想していた通り、同じ１勝４敗同士の戦いで勝った方が決

勝トーナメントに行ける、そういう状況でありました。思った通りになりまして、

試合が始まっていきなり向こうが２点入れたんですね。マイボールになってス

ローインするといった時にもう大ブーイングと、上の方が仮設のスタンドだっ

たものですからものすごいドンドンと足を踏み鳴らすその凄さによって、日本

選手もさすがにびっくりしてしまって０対１２というそんなスタートになりま

した。慌ててタイムアウトを取ってですね、立て直して結局最終的に残り２分ま

で６点勝っていたのですけれども、最後の最後に２点差で残念ながら負けてし

まった。そういった苦い経験もあります。 

 本当に先程も申し上げましたけど、セキュリティに対しては、練習会場はもち
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ろんですけど、本会場もゲートに入ってから何回もセキュリティをするという

こと、当たり前といえば当たり前のことなのかもしれませんけどそんな感じで、

結果的には、全く安全なオリンピックであったと思います。 

 中身というか、今回の意見交換と離れたかもしれませんけどオリンピックに

関係したお話を多少ですけれどもさせていただきました。 

   

（栁田市長） 

 はい、ありがとうございます。オリンピックの感動を子ども達にも味あわせて

あげたい。そんなことが大変大きなヒントになるのかなと思っております。以降

につきまして、意見交換という形で皆さんの方からもご意見や、あるいはアイデ

ィア等ありましたらお伺いしていきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（楜澤教育長） 

 過日、議会でも答弁の中に盛り込まさせていただいたのですけど、私達はホス

トタウンということで登録をされ、2020 年に向かっているのですけれども、子

ども達は、「ホストタウンって何？」というレベルの実態があろうかと思います。

よって、まずなすべきはホストタウンってこういうことなんですよ。そして、こ

れからこんな取組をしようとしているんですよ。というようなことを学校の子

ども達向けに、３年生以上ぐらいの子どもが十分理解できるようなメッセージ

を、情報を、関係課が協力して情報誌を作って全員に配布するというような、そ

んな取組をしていく必要があると思います。 

そんな中で、私達が知恵を出してこんな交流ができるのかな、あんな交流がで

きるのかな、こんな取組もと思うわけですけど、実は子ども達はアイデアマンで

すので是非こういう機会にうちの学校では、あるいは佐久市の学校みんなで協

力して、こんなことやりたいというようなアイディアの募集をしたいなと、そう

することによって子ども達がより前向きにホストタウンにおける自分達の実践

が構想できるのかなと思っています。そんなことを大事に取り組んでいきたい

と考えているところであります。 

 

（栁田市長） 

 子ども達の発想による交流ということですね。他にもいかがでしょうか。 

 

（青柳委員） 

 交流の関係で外国からの研修、高校生や何かを受け入れた時に非常に感激す

る事柄としては、放課後の部活動、歌とか吹奏楽とか劇とか、こんなにレベルの

高いことをやっているのですか、ということで驚くことが多いそうです。やはり
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日頃やっていることの延長というか、特別新しいことをやるよりも日ごろの成

果を使って交流するということを大事にしてもらいたいと思います。 

 あと、全然違う１点ですが、オリンピアンやパラリンピアンには、基本的にオ

ーガニック食品、無農薬、有機栽培の食品を提供するというのが国際的な原則に

なっているらしいのですけど、そういう点からいくと佐久市では学校給食に有

機栽培の農薬を出来るだけ少なくしていくといったことをしていて、それが生

かせるのではないかと、有機というものが、国によっては大企業が基準を緩めて

しまって有機と言えるのかわからないということはあるみたいですが、佐久市

で皆さんやっていらっしゃるものは、本当に有機と言えるようなものでやって

いらっしゃるのでそれを生かしていく方法が取れるのではないかと思います。 

 

（栁田市長） 

 なるほど。エストニアとフィンランドの陸上競技協会の皆さんとお話をした

時に食事の提供に関する話題に及びまして、ベジタリアンも居れば、お肉を召し

上がる方も居たり、色々なバリエーションがあるのですけど、それに対しての対

応ができるかという質問がありました。有機であるなしということは問い合わ

せがございませんでしたが、きっとそれはスタンダードなのかもしれません。そ

れについては、比較的バリエーション豊富に日本では提供ができると思います

よと、お話しをさせていただいたところです。オリンピックにつきましては、い

つ入って、いつアウトするか、インアウトに関してはっきりしませんが、７月の

２４日が開会日であったかと思いますので、夏の時期７月、８月であれば野菜等

オーガニックのものに関しても豊富な時期でもありますので、青柳委員がお話

になられた市内のものであってもできると思います。 

 川元奨選手にお聞きすると３６５日２４時間対応でドーピング対応するのだ

そうです。ですので、自分は何月何日の何時から何時はどこにいるということを

登録して、いつドーピング検査が来るのか分からないのだそうです。ご自宅に居

て午前６時に来たこともあるそうです。ドーピング検査をやるのでということ

で尿検査になるのでしょうけど。 

 

（原委員） 

 はい。ではその話をさせていただきますと、先程遠征に行ったリトアニアで、

ホテルに着くと、ドーピング委員が２人、いきなり来たんです。それでドーピン

グ検査をやりますと、１２人選手がいるのですが、くじで決めるんですよ。それ

で、くじで決まった２人が実はアテネオリンピックの予選の仙台で試合が終わ

ったと同時に２人選ばれてドーピング検査になったのですが、全く同じその二

人が当たってしまったんですね。ドーピング検査はものすごく大事なことなの
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ですけど、選手にとっては大変な作業となります。 

 

（栁田市長） 

 事前合宿については、専門家の方からもご指導いただきながらやっていかな

ければいけないかなと思います。どうでしょう、他に交流についてご意見は。 

 

（鈴木委員） 

 母親の立場からしますと、食文化の交流というのを是非やっていただきたい

なと思います。聞くところによりますとエストニアの方達は、蕎麦の実を食べた

りもするそうなんです。寒い地域ですので、スープなどの食文化もすごく発達し

ているらしいので、多分この佐久にももしかしたら根付いたりするのかなと思

いますので、子ども達も親も含めて食文化の交流をしていただいて、佐久市のお

母さん達はエストニアの料理が作れるんだよ、という風になったら素晴らしい

かなと思いました。 

 

（栁田市長） 

 きっとそういうのは、事前合宿でなくても子ども達の交流の中で組み入れら

れるかもしれないですね。 

 

（楜澤教育長） 

 給食での特別メニューも考えられますよね。 

 

（増田委員） 

 全般的に素晴らしい企画で、取組であろうと思っています。その中で、今のド

ーピングであるとか技術の問題で言うと、当然お考えであるでしょうけど総合

的に対応する事務局的なところがやっぱり必要で、細部にわたってピシッと点

検して確認していかないといけないと思います。 

 各小学校で種々創意的な取組が展開されることは、実に大切なことと思いま

す。それに加えて、地域、地区の取組も受け入れる窓口を用意しておきたいと願

います。具体的には、地区での青少年健全育成の会、スポーツ少年団等です。御

承知のように地域のつながりの薄れゆく昨今、取組を通して地域内の人的交流

が深まり、活性化していく一助になれると思うからです。ご検討いただけるとあ

りがたいところです。 

 もう一つ、最後に基本的な質問ですが、モンゴル国ともずっと親しさを重ねて

きていますが、モンゴル国とはどのような形になっているのでしょうか。 
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（栁田市長） 

 東京の在日大使館においては、３カ国に対してアプローチをしています。こち

らの方でエストニアとモンゴルとフランスがあります。交流を進めている中に

おいてそれぞれアプローチをしておりますけど、すごく大きい選手団としてフ

ランスはありますし、武道としてのモンゴルというのもあるでしょうし、そうい

ったものに関して今後大使館を通じてアプローチをしていくということになり

ましょうけど、実はエストニアという国は日本で交流をしている唯一の都市が

この長野県佐久市ということでありますので、エストニアという国に関しては、

非常に私ども長野県佐久市に対する期待が大使館も、在エストニア日本大使館

においても大きいかなあと思っています。 

 ですので、今エストニアにいらっしゃる柳沢さんという女性の大使でいらっ

しゃいますが、佐久の方へおいでいただくようなことも、そして皆さんとの交流

もできれば良いかなと思っております。エストニアが非常に先行しているのか

なあという感じがしております。他の国も行っておりますけどモンゴルのホス

トタウンは他にもあったりもする中、今後モンゴルをホストタウンとして増や

す可能性があるかもしれませんが、動きとしてはエストニアが先行していると

いう状況にあります。 

 

（増田委員） 

 わかりました。 

 

（原委員） 

 １つよろしいですか。東京２０２０教育プログラムというものが発表されま

した。その中でこのプログラムの目的というものがありまして、教育委員会や学

校と連携して児童生徒がオリンピック・パラリンピック、スポーツの価値を学習

する機会や多様な国の文化に触れる機会、アスリートと交流できる機会等を促

進し次世代を担う人材を育成する。これが目的ということであります。まさにこ

の通りだと思います。子ども達が非常にこういうことによって健全に育つとい

うことは間違いないと思いますので、この東京２０２０教育プログラムにも当

市も参加をして、これは当市と言うよりは学校単位でございますけど、是非これ

を進めていきたいと教育委員会では考えているところであります。 

 

（栁田市長） 

 この教育プログラムのエントリーは学校ごとでするのですか。 
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（楜澤教育長） 

実施希望学校を教育委員会でまとめて、県経由で出すことになります。 

 

（栁田市長） 

なるほど。是非、そんな取組の中で学校の意欲的なものについて情報提供する

ようにしていければと思います。 

時間も迫ってきている中において、最後に私から申し上げさせていただくの

は、これは国内外問わずですけれども、交流事業を行っていく中で常に感動をい

たします。その感動の理由というのは、フランスに行った時に同行の方に言われ

ましたけど、「会ったことのない人、行ったことのない国なんだけど自分を待っ

ていてくれる人がいる。こんな旅をしたのは初めてです。」と言うお話をされま

して、振り返ってみるとエストニアから来る中学生がどなたが来るのか私達は

存じ上げません。でも心待ちにしていたんですね。それがウェルカムの気持ちと

いうものに表現することによって、とても心を開いてくださるということがあ

ったように思うのです。そういう意味ではそのウェルカムな気持ちというのを

子ども達が高めていくような仕組みができればうれしいなあと思っております

し、そんな形の中で、色々な部局横断的に相談をしている中において２０２０の

東京オリパラの時に、エストニア１３５万人の国ですけれども、この時には佐久

ブームが起きているようなことにできないかなあと、エストニアの皆さんが佐

久という地域はエストニアとすごく交流があって、とても自分達を歓迎してく

れているんだ、応援してくれているんだ、日本に行ったら佐久に行きたいね、と

いう高まりを持ってほしいなあと思いますし、逆に佐久市において２０２０年

にはエストニアブームが起きているような、そんな準備をしていく３年間、４年

間にできればうれしいと思っているところでございます。 

そんな中で、それぞれの委員さんからいただいた子ども達の自発的な発想の

交流、これもウェルカムな気持ちを高めていくと思いますし、地域での交流の高

まりというものもそうだろうと、食文化もそうだろうと思います。日常の情報発

信ということが向こうにも伝わっていくということも大切なことだと思います

し、大変心強いアドバイザーとして前エストニア大使の甲斐さんがアドバイザ

ーになっていただいておりますので、そんな色々なアイディアをエストニアに

どう落とし込んでいけば伝わりやすいのかということもご相談しながら進めて

まいりたいと思っているところです。 

今日は本当に糸口を確認できるような会議になれば大変うれしいかなと思っ

ておりましたけど、皆さんからいただいた２０２０の教育プログラムを子ども

達が発想の中でこぞってそういった思いが、高揚感が高まるような工夫をして

いければと思っておりますので、また定例の教育委員会、あるいは日常において
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も教育委員の皆さんのご理解とご指導を改めてお願いをさせていただく次第で

ございます。 

 大変駆け足で恐縮でございました。懇談については以上とさせていただきま

す。事務局の方へお返しいたします。 

 

５ その他 

 

（矢野企画部長） 

 はい。それでは５番のその他について事務局お願いします。 

 

（佐藤企画課長） 

 次回の日程についてでございますが、協議内容、具体的な日程については調整

させていただきましてご連絡申し上げます。よろしくお願いします。 

 

（矢野企画部長） 

 それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


